
 

 

「登録講習機関の登録に関する取扱要領」の一部改正について 

改正案 現行 

令和４年９月５日 制定（国空無機第193915号） 

令和６年３月８日 改正（国空無機第233319号） 

令和６年３月13日 改正（国空無機第233628号） 

令和４年９月５日 制定（国空無機第193915号） 

令和６年３月８日 改正（国空無機第233319号） 

国土交通省航空局安全部 

無人航空機安全課長 

 

登録講習機関の登録等に関する取扱要領 

 

国土交通省航空局安全部 

無人航空機安全課長 

 

登録講習機関の登録等に関する取扱要領 

 

１．目的 （略）  １．目的 （略）  

２．登録講習機関の登録（法第132条の69関係） 

（１）～（３） （略） 

２．登録講習機関の登録（法第132条の69関係） 

（１）～（３） （略） 

（４）添付書類は、次のとおりとする。 

①（略） 

②登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名、住所及び

経歴を記載した書類（提出の日前１年以内に作成された

ものに限る。以下同じ。） 

なお、経歴については履歴書を別添で提出することも可

とし、その場合は経歴を記載する欄に「履歴書の通り」等、

わかりやすく記載すること。 

履歴書を用いる場合、写真は不要とする。 

また、「職歴」は、現在に至るまでの主な職歴を記入し、

特に無人航空機に関する職歴は全て記載すること。 

③～⑨（略） 

（４）添付書類は、次のとおりとする。 

①（略） 

②登記事項証明書に記載がある役員全ての氏名を記載した

書面、本籍の記載のある住民票の写し及び履歴書（提出の

日前１年以内に作成されたものに限る。以下同じ。） 

「職歴」は、現在に至るまでの主な職歴を記入し、特に無

人航空機に関する職歴は全て記載すること。 

 なお、履歴書において写真は不要とする。 

 

 

 

 



 

 

③～⑨（略） 

３．登録講習機関登録簿（法第 132 条の 70第３項関係） （略） ３．登録講習機関登録簿（法第 132 条の 70第３項関係） （略） 

４．無人航空機講習事務規程の届出（法第 132 条の 74関係） （略） ４．無人航空機講習事務規程の届出（法第 132 条の 74関係） （略） 

５．登録事項の変更の届出（法第 132 条の 73 関係） 

（略） 

５．登録事項の変更の届出（法第 132 条の 73 関係） 

（略） 

６．事務規程の変更（法第 132 条の 74関係） （略） ６．事務規程の変更（法第 132 条の 74関係） （略） 

７．役員の選任及び解任の届出（省令第５条関係） 

（１）役員の選任の届出 

登録講習機関は、その役員（当該講習機関の代表者を除く。）

を選任した場合には、その日から２週間以内に省令第５条第

１項の規定により、登録講習機関役員選任届出書（様式 11）

に、２．（４）②の役員名簿及び経歴を記載した書類を添えて、

登録申請システムによる手続き以外の電磁的方法（電子メー

ル等）により国土交通大臣に提出するものとする。 

 

 

 

（２）役員の解任の届出 

登録講習機関は、その役員（当該講習機関の代表者を除く。）

を解任した場合には、その日から２週間以内に省令第５条第

２項の規定により、登録講習機関役員解任届出書（様式 12）

に、２．（４）②の役員名簿を添えて、登録申請システムによ

る手続き以外の電磁的方法（電子メール等）により国土交通

大臣に提出するものとする。 

 

７．役員の選任及び解任の届出（省令第５条関係） 

（１）役員の選任の届出 

登録講習機関は、その役員（当該講習機関の代表者を除く。）

を選任した場合には、その日から２週間以内に省令第５条第

１項の規定により、登録講習機関役員選任届出（通知）書（様

式 11）に、２．（４）①の登記事項証明書、同項②の役員名

簿、本籍の記載のある住民票の写し及び履歴書を添えて、登

録申請システムによる手続き以外の電磁的方法（電子メール

等）により国土交通大臣に提出するものとする。 

 

（２）役員の解任の届出 

登録講習機関は、その役員（当該講習機関の代表者を除く。）

を解任した場合には、その日から２週間以内に省令第５条第

２項の規定により、登録講習機関役員解任届出（通知）書（様

式 12）に、２．（４）①の登記事項証明書及び同項②の役員

名簿を添えて、登録申請システムによる手続き以外の電磁的

方法（電子メール等）により国土交通大臣に提出するものと

する。 



 

 

８．登録の更新（法第 132 条の 71関係） （略） ８．登録の更新（法第 132 条の 71関係） （略） 

９．無人航空機講習事務の休廃止（法第 132 条の 75 関係）（略） ９．無人航空機講習事務の休廃止（法第 132 条の 75 関係）（略） 

10．不正な受講者の処分に関する報告（略） 10．不正な受講者の処分に関する報告（略） 

11．登録講習機関の責務 （略） 11．登録講習機関の責務 （略） 

12. 事務規程の届出及び無人航空機講習の開始時期に係る留意事項

（略） 

12. 事務規程の届出及び無人航空機講習の開始時期に係る留意事項

（略） 

13．登録講習機関に対しての監督等 （略） 13．登録講習機関に対しての監督等 （略） 

 

様式１～様式５ （略） 

様式１～様式５ （略） 

様式６ 役員が航空法第132条の70第２項の規定に該当しないこと

を説明した書類 

様式６ 役員が航空法第132条の70第２項の規定に該当しないこと

を説明した書類 



 

 

     

様式８ 無人航空機講習事務規程 届出書（略）  

様式 10 無人航空機講習事務規程 変更届出書 （略） 

様式８ 無人航空機講習事務規程 届出書（略） 

様式 10 無人航空機講習事務規程 変更届出書 （略） 

様式 11 登録講習機関 役員選任届出書  

 

様式 11 登録講習機関 役員選任届出書  

 



 

 

 

 

様式 12～様式 17 （略） 様式 12～様式 17 （略） 

（別添）無人航空機講習事務規程に記載すべき内容（略） （別添）無人航空機講習事務規程に記載すべき内容（略） 

附 則（令和６年３月 13日 国空無機第 233628 号） 

（施行期日） 

第１条 この要領は、令和６年３月 13日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この要領の施行の際現に改正前の登録講習機関の登録に関する取扱要領（次条において「旧要領」という。）の２．（４）の規定に

より提出されている書類は、改正後の登録講習機関の登録に関する取扱要領（次条において「新要領」という。）の２．（４）の規定によ

り提出された書類とみなす。 

第３条 この要領の施行の際現に旧要領７．の規定によりされている届出は、新要領７．の規定によりされている届出とみなす。 


